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規 則 

 

滋賀県職員退職手当条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和４年10月21日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

滋賀県規則第54号 

滋賀県職員退職手当条例施行規則の一部を改正する規則 

 滋賀県職員退職手当条例施行規則（昭和59年滋賀県規則第85号）の一部を次のように改正する。 

第８条中「第11条第４項に規定する受給期間延長通知書」を「第11条第５項または第11条の４第３項の規定により

受給期間延長等通知書」に改める。 

第11条第１項中「規定による」を削り、「受給期間延長申請書」を「受給期間延長等申請書」に、「受給資格証ま

たは退職票」を「医師の証明書その他の前条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類お

よび受給資格証（受給資格証の交付を受けていない場合には、退職票。以下この条および第11条の４において同じ。）」

に改め、同項ただし書中「受給資格証を」の右に「添えて」を加え、同条第２項中「に規定する申出は、」を「の申

出は、当該申出に係る者が」に改め、同条第３項中「に規定する」を「の」に改め、同条第６項中「、前項」を「第

６項の場合について、前項の規定は第２項ただし書の場合における第１項の申出および第６項」に改め、同項を同条

第８項とし、同条第５項中「受給期間延長通知書の」を「受給期間延長等通知書の」に、「その旨」を「、その旨」

に、「記載し」を「記載した上」に改め、同項第１号中「受給期間延長申請書」を「その者が提出した受給期間延長

等申請書」に、「受給期間延長通知書」を「交付を受けた受給期間延長等通知書」に改め、同項第２号中「受給期間

延長通知書」を「交付を受けた受給期間延長等通知書」に改め、「または退職票」を削り、同項を同条第６項とし、

同項の次に次の１項を加える。 

７ 第１項の申出は、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に同

項に規定する書類を添えて同項の任命権者に提出しなければならない。 

第11条第４項中「に規定する申出」を「の申出」に、「受給期間延長通知書」を「受給期間延長等通知書」に、「す

るとともに」を「しなければならない。この場合（第１項ただし書の規定により受給資格証を添えないで同項の申出

を受けたときを除く。）において、任命権者は」に改め、「または退職票」を削り、「記載し」を「記載した上」に

改め、同項を同条第５項とし、同条第３項の次に次の１項を加える。 

４ 第２項ただし書の場合における第１項の申出は、受給期間延長等申請書に天災その他の申出をしなかつたことに

ついてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。 

第11条の次に次の３条を加える。 

（条例第10条第４項に規定する規則で定める事業） 

第11条の２ 条例第10条第４項に規定する規則で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

(1) その事業を開始した日またはその事業に専念し始めた日から起算して、30日を経過する日が、条例第10条第１

項に規定する雇用保険法第20条第１項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該

各号に定める期間の末日後であるもの 
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(2) その事業について当該事業を実施する受給資格者が第26条第１項に規定する就業手当または再就職手当の支給

を受けたもの 

(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと任命権者が認めたもの 

（条例第10条第４項に規定する規則で定める職員） 

第11条の３ 条例第10条第４項に規定する規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

(1) 条例第10条第１項に規定する退職の日以前に同条第４項に規定する事業を開始し、当該退職の日後に当該事業

に専念する職員 

(2) その他事業を開始した職員に準ずるものとして任命権者が認めた職員 

（支給の期間の特例の申出） 

第11条の４ 条例第10条第４項の規定による同条第１項に規定する退職の日後に同条第４項に規定する事業を開始し

た職員または前条に規定する職員の申出（以下この条において「特例申出」という。）は、受給期間延長等申請書

（別記様式第６号）に登記事項証明書その他条例第10条第１項に規定する退職の日後に同条第４項に規定する事業

を開始した職員または前条に規定する職員に該当することの事実を証明することができる書類および受給資格証を

添えて任命権者に提出することによつて行うものとする。 

２ 特例申出は、当該特例申出に係る者が条例第10条第４項に規定する事業を開始した日または当該事業に専念し始

めた日の翌日から起算して、２箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについ

てやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 

３ 任命権者は、特例申出をした者が条例第10条第１項に規定する退職の日後に同条第４項に規定する事業を開始し

た職員または前条に規定する職員に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書（別記様式第７号）

を交付しなければならない。この場合（第５項の規定により準用する第11条第１項ただし書の規定により受給資格

証を添えないで特例申出を受けたときを除く。）において、任命権者は、受給資格証に必要な事項を記載した上、

返付しなければならない。 

４ 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やか

に、その旨を任命権者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、

任命権者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。 

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 交付を受けた受給期間延長等

通知書 

(2) 条例第10条第４項に規定する事業を廃止し、または休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書および

受給資格証 

５ 第11条第１項ただし書の規定は第１項および前項の場合について、同条第３項および第４項の規定は第２項ただ

し書の場合における特例申出について、同条第７項の規定は特例申出および前項の場合ならびに第２項ただし書の

場合における特例申出について準用する。 

別記様式第６号中「（第11条」の右に「、第11条の４」を加え、「受 給 期 間 延 長 申 請 書」を「受 

給 期 間 延 長 等 申 請 書」に、 

「 
      

」 

 

③ 職業に就くこと 

ができない理由 

 

を 
④ ③の理由が疾病 

   または負傷の場合 
傷病の名称  診療担当者  

⑤ 職業に就くこと 

ができない期間 
     年    月    日から       年    月    日まで 
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「 
      

」 

 
 

 

 

③ この申請書を提 

出する理由 

 

 

 

ア 妊娠、出産、育児、疾病、負傷等により職業に就くことができないため 

イ 事業を開始等したため 

 

 

具体的理由 

に 
④ ③のアの理由が 

疾病または負傷 

の場合 

傷病の名称  診療担当者  

⑤ 職業に就くこと 

ができない期間 

または事業を実 

施する期間 

     年    月    日から       年    月    日まで 

       
改め、「第11条第１項」の右に「・第11条の４第１項」を加え、同様式注２中「「職業に就くことができない期間」と

は、③欄の理由により職業に就くことができない期間のことで、その」を削る。 

別記様式第７号中「（第11条」の右に「、第11条の４」を加え、「受 給 期 間 延 長 通 知 書」を「受 

給 期 間 延 長 等 通 知 書」に、 

「 
      

」 

 
 

 

 

 

受給期間延長の理由 

 

 

 

 

 

を 

 

延 長 後 の 

受給期間満了年月日 

 

     年      月      日 
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「 
      

」 

 
 

 

 

 

受給期間延長等の理由 

 

 

 

 

ア 妊娠、出産、育児、疾病、負傷等により職業に就くことができないため 

イ 事業を開始等したため 

 

 

 

具体的理由 

 

 

に、 
職業に就くことができ 

ない期間または事業を 

実施する期間 

     年    月    日から     年    月    日まで 

 

延 長 等 後 の 

受給期間満了年月日 

 

     年      月      日 

       
「第11条第４項」を「第11条第５項・第11条の４第３項」に改め、「を延長」の右に「等」を加え、同様式注２中「

受給期間延長申請書」を「受給期間延長等申請書」に、「職業に就くことができない」を「申請書を提出する」に改

め、同様式注３中「職業に就くことができない」を「受給期間延長等の」に改める。 

別記様式第９号中 

「 
      

」 

 

(1)種    類 

１ 公共職業訓練     ２ 雇用保険法第 63

条第１項第３号の

講習および訓練 

３ 障害者の雇用の

促進等に関する法

律第13条の適応訓

練 

４ 高年齢者等の雇

用の安定等に関す

る法律第25条第１

項の計画に準拠し

た同項第３号に掲

げる訓練 

５ 雇用保険法第６

条第５号に規定す

る船員の職業能力

の開発および向上

に資する訓練また

は講習として厚生

労働大臣が定める

もの 

 

を 

       
「 

      

」 

 

(1)種    類 

１ 公共職業訓

練      

２ 雇用保険法

第 63 条第１

項第３号の講

習および訓練 

３ 障害者の雇

用の促進等に

関する法律第

13 条の適応訓

練 

４ 高年齢者等

の雇用の安定

等に関する法

律第25条第１

項の計画に準

拠した同項第

３号に掲げる

訓練 

５ 雇用保険法第

６条第５号に規

定する船員の職

業能力の開発お

よび向上に資す

る訓練または講

習として厚生労

働大臣が定める

もの 

６ 職業訓練の

実施等による

特定求職者の

就職の支援に

関する法律第

４条第２項に

規定する認定

職業訓練 

に 

       
改める。 

付 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に提出され、または交付されている改正前の滋賀県職員退職手当条例施行規則に定める様

式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、改正後の滋賀県職員退職手当条例施行規則

の様式によるものとみなす。 

３ この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。 

 

病 院 事 業 庁 規 程 

 

滋賀県病院事業庁規程第16号 

滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程（平成18年滋賀県病院事業庁規程第11号）の一部を次のように改正する。

令和４年10月21日 
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滋賀県病院事業庁長  正  木  隆  義 

第３条第２項中「第28条の５第１項」を「第22条の４第１項」に改める。 

第４条第２項第１号中「第28条の４第１項または第28条の５第１項の規定により採用された職員（次号において「再

任用職員」を「第22条の４第３項に規定する定年前再任用短時間勤務職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」に

改め、同項第２号中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

第22条中「、滋賀県職員の再任用に関する条例（平成13年滋賀県条例第８号）」を削る。 

付則第９項から第11項までを削り、付則第12項を付則第９項とし、付則第13項を付則第10項とする。 

付則第14項中「付則第12項」を「付則第９項」に改め、同項を付則第11項とする。 

付則第15項中「付則第12項」を「付則第９項」に改め、同項を付則第12項とする。 

付則第16項を付則第13項とし、付則第17項から付則第21項までを３項ずつ繰り上げる。 

付則第22項中「給与額」の右に「（条例第25条第１項または第２項の規定による給与の額の算出の基礎となる場合

を除く。以下同じ。）」を加え、同項を付則第19項とする。 

付則第23項を付則第20項とし、付則第24項から付則第26項までを３項ずつ繰り上げる。 

付則第27項中「付則第24項」を「付則第21項」に改め、同項を付則第24項とする。 

付則第28項を付則第25項とし、付則第29項から付則第33項までを３項ずつ繰り上げる。 

付則第34項中「第17条」を「第22条」に、「されている」を「される」に改め、同項を付則第31項とする。 

付則第35項中「第17条」を「第22条」に、「されている」を「される」に改め、同項を付則第32項とする。 

付則第36項の見出しを削り、同項中「給料月額（」の右に「付則第35項の規定の適用を受ける職員にあっては、同

項の規定により受ける給料月額（付則第37項、第39項または第40項の規定による給料を支給される職員にあっては、

当該給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額）。」を加え、「および勤務１時間当たりの給与額」を「、

勤務１時間当たりの給与額および職員の懲戒の手続および効果に関する条例（昭和26年滋賀県条例第52号）第３条の

規定により給与から減ずる額」に改め、同項第１号中「付則第22項」を「付則第19項」に、「付則第23項」を「付則

第20項」に改め、同項第２号中「第22項」を「第19項」に改め、同項を付則第43項とする。 

付則第32項の次に次の10項を加える。 

33 第22条の規定によりその例によることとされる滋賀県職員退職手当条例付則第18項および第19項の規定は、医師

および歯科医師が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しない。 

34 当分の間、第22条の規定によりその例によることとされる滋賀県職員退職手当条例第４条第１項第３号ならびに

第５条第１項第３号、第５号および第６号に掲げる者に対する第22条の規定によりその例によることとされる同条

例第５条の３および第６条の３の規定の適用については、同条例第５条の３本文中「定年に達したことにより退職

することとなる日から１年前」とあるのは「定年（医師および歯科医師以外の者にあつては60歳とし、医師および

歯科医師にあつては65歳とする。）に達する日の属する年度の前年度の３月31日」と、同条の表第４条第１項およ

び第５条第１項の項、第５条の２第１項第１号の項および第５条の２第１項第２号の項ならびに同条例第６条の３

の表第６条の項、第６条の２第１号の項および第６条の２第２号の項中「定年」とあるのは「定年（医師および歯

科医師以外の者にあつては60歳とし、医師および歯科医師にあつては65歳とする。）」とする。 

（給料月額に関する特例） 

35 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の４月１日（付則第37項において「特

定日」という。）以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級および当該職

員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額（当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、

50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。）とする。 

36 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。 

(1) 臨時的に任用された職員その他の法律により任期を定めて任用される職員および非常勤職員 

(2) 滋賀県職員の定年等に関する条例（昭和59年滋賀県条例第５号）第９条第１項または第２項の規定により異動

期間（同条第１項に規定する異動期間をいう。）（これらの規定により延長された期間を含む。）が延長された

同条例第６条各号に掲げる職を占める職員 

(3) 医師および歯科医師 

(4) 滋賀県職員の定年等に関する条例第４条第１項または第２項の規定により勤務している職員（同条例第２条に

規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。） 

37 地方公務員法第28条の２第４項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をさ

れた日（以下この項および付則第39項において「異動日」という。）の前日から引き続き同一の給料表の適用を受

ける職員のうち、特定日に付則第35項の規定により当該職員の受ける給料月額（以下この項において「特定日給料
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月額」という。）が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額（当該額に、50円未

満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるもの

とする。以下この項において「基礎給料月額」という。）に達しないこととなる職員（病院事業庁長が定める職員

を除く。）には、当分の間、特定日以後、付則第35項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月

額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。 

38 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が当該職員の属する職務の

級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特

定日給料月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料

月額」とする。 

39 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員（付則第35項の規定の適用を受ける職員に限り、付則第37項

に規定する職員を除く。）であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる

職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、病院事業庁長が定めるところにより、同項および前項の

規定に準じて算出した額を給料として支給する。 

40 付則第37項または前項の規定による給料を支給される職員以外の付則第35項の規定の適用を受ける職員であって、

任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職

員の受ける給料月額のほか、病院事業庁長が定めるところにより、前３項の規定に準じて算出した額を給料として

支給する。 

41 付則第37項または前２項の規定による給料を支給される職員に対する付則第19項の規定の適用については、同項

中「給料月額」とあるのは、「給料月額と付則第37項、第39項または第40項の規定による給料の額との合計額」と

する。 

42 付則第35項から前項までに定めるもののほか、付則第35項の規定による給料月額、付則第37項の規定による給料

その他付則第35項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、病院事業庁長が定める。 

 別表第１再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員

の項を次のように改める。 

 定年 

 前再 

 任用 

 短時 

 間勤 

 務職 

 員 

 

基  準 

給料月額 

基  準 
給料月額 

基  準 
給料月額 

基  準 
給料月額 

基  準 
給料月額 

基  準 
給料月額 

基  準 
給料月額 

基  準 
給料月額 

基  準 
給料月額 

円 円 円 円 円 円 円 円 円 

 

187,700 

 

 

 

215,200 

 

 

 

255,200 

 

 

 

274,600 

 

 

 

289,700 

 

 

 

315,100 

 

 

 

356,800 

 

 

 

389,900 

 

 

 

 

441,000 

 

 

 別表第２再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員

の項を次のように改める。 

 定年 

 前再 

 任用 

 短時 

 間勤 

 務職 

 員 

 

基  準 

給料月額 

基  準 

給料月額 

基  準 

給料月額 

基  準 

給料月額 

基  準 

給料月額 

円 円 円 円 円 

   217,500    258,700    283,500    325,900    384,400 

別表第３アの表再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任

用職員の項を次のように改める。 

 定年 

 前再 

 任用 

 短時 

 間勤 

 務職 

 員 

 

基  準 

給料月額 

基  準 

給料月額 

基  準 

給料月額 

基  準 

給料月額 

円 円 円 円 

     296,200      338,600      393,000      466,000 

別表第３イの表再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任
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用職員の項を次のように改める。 

定年 

前再 

任用 

短時 

間勤 

務職 

 員 

 

基  準 

給料月額 
基  準 

給料月額 
基  準 

給料月額 
基  準 

給料月額 
基  準 

給料月額 
基  準 

給料月額 
基  準 

給料月額 

円 円 円 円 円 円 円 

188,700 215,300 243,500 256,900 282,100 322,800 365,000 

別表第３ウの表再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任

用職員の項を次のように改める。 

定年 

 前再 

 任用 

 短時 

 間勤 

 務職 

 員 

 

基  準 

給料月額 

基  準 

給料月額 

基  準 

給料月額 

基  準 

給料月額 

基  準 

給料月額 

基  準 

給料月額 

円 円 円 円 円 円 

 235,100  255,400  262,600  272,800  289,100  326,200 

別表第４再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員

の項を次のように改める。 

定年 

前再 

任用 

短時 

間勤 

務職 

員 

 

基  準 

給料月額 
基  準 

給料月額 
基  準 

給料月額 
基  準 

給料月額 
基  準 

給料月額 

円 円 円 円 円 

   201,500    241,000    255,300    288,400    315,100 

付 則 

（施行期日） 

１ この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

（勤務延長に関する経過措置） 

２ 改正後の付則第35項から第42項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第63号。以下

「令和３年改正法」という。）附則第３条第５項または第６項の規定により勤務している職員には適用しない。 

（定年退職者等の再任用に関する経過措置） 

３ 暫定再任用職員（令和３年改正法附則第４条第１項もしくは第２項または第６条第１項もしくは第２項の規定に

より採用された職員をいう。以下同じ。）（令和３年改正法による改正後の地方公務員法（昭和25年法律第261号）

第22条の４第１項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員（以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。）

を除く。以下同じ。）の給料月額は、当該暫定再任用職員が同条第３項に規定する定年前再任用短時間勤務職員（以

下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）であるものとした場合に適用される滋賀県病院事業庁職員の給与に

関する規程（以下「給与規程」という。）第２条第２項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲

げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。 

４ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第110号）第10条第１項に規定する育児短時間勤務をしてい

る暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、滋賀県病院事業庁

職員の服務等に関する規程（平成18年滋賀県病院事業庁規程第12号）第３条第３項の規定により定められた当該暫

定再任用職員の１週間当たりの勤務時間を同条第１項に規定する１週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じ

て得た額とする」とする。 

５ 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員である

ものとした場合に適用される給与規程第２条第２項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げ

る基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、滋賀県病院事業庁職員の

服務等に関する規程（平成18年滋賀県病院事業庁規程第12号）第３条第４項の規定により定められた当該暫定再任

用短時間勤務職員の１週間当たりの勤務時間を同条第１項に規定する１週間当たりの勤務時間で除して得た数を
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乗じて得た額とする。 

６ 前３項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、病院事業庁長が定める。 

 

滋賀県病院事業庁規程第17号 

滋賀県病院事業庁職員の服務等に関する規程（平成18年滋賀県病院事業庁規程第12号）の一部を次のように改正す

る。 

令和４年10月21日 

滋賀県病院事業庁長  正  木  隆  義 

第３条第４項中「第28条の４第１項または第28条の５第１項」を「第22条の４第１項」に改め、「で同項に規定す

る短時間勤務の職を占めるもの」を削り、「以下「再任用短時間勤務職員」を「第５条において「定年前再任用短時

間勤務職員」に改める。 

第５条の見出しを「（定年前再任用短時間勤務職員等の週休日等）」に改め、同条中「、再任用短時間勤務職員」

を「、定年前再任用短時間勤務職員」に、「再任用短時間勤務職員等」を「定年前再任用短時間勤務職員等」に改め

る。 

第８条第１項中「再任用短時間勤務職員等」を「定年前再任用短時間勤務職員等」に改める。 

第11条の２第１項中「第17条」を「第22条」に改める。 

第22条第１項第１号中「法第28条の４第１項の規定により採用された職員および」を削り、「再任用短時間勤務職

員等」を「定年前再任用短時間勤務職員等」に改め、同項第８号中「再任用短時間勤務職員等」を「定年前再任用短

時間勤務職員等」に改める。 

第26条中「再任用短時間勤務職員等」を「定年前再任用短時間勤務職員等」に改める。 

第28条の次に次の１条を加える。 

（高齢者部分休業） 

第28条の２ 病院事業庁長は、高年齢として病院事業庁長が定める年齢に達した職員（会計年度任用職員を除く。）

が申請した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員が当該病院事業庁長が定める年齢に

達した日の属する年度の翌年度の４月１日以後の日で当該申請において示した日から当該職員に係る定年退職日

（滋賀県職員の定年等に関する条例（昭和59年滋賀県条例第５号）第２条に規定する定年退職日をいう。）までの

期間中、１週間の勤務時間の一部について勤務しないこと（次項において「高齢者部分休業」という。）を承認す

ることができる。 

２ 前項に定めるもののほか、高齢者部分休業については、滋賀県職員の高齢者部分休業に関する条例（令和４年滋

賀県条例第46号）の適用を受ける職員の例による。 

第39条中「第28条の５第１項」を「第22条の４第１項」に改める。 

第43条の２中「（昭和59年滋賀県条例第５号）」を削る。 

付 則 

１ この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第63号）（以下「令和３年改正法」という。）附則第４条第

１項または第２項の規定により採用された職員に対するこの規程による改正後の滋賀県病院事業庁職員の服務等に

関する規程（以下「新規程」という。）第22条第１項第２号の規定の適用については、同号中「定年前再任用短時

間勤務職員等を」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員等および地方公務員法の一部を改正する法律（令和

３年法律第63号）附則第４条第１項または第２項の規定により採用された職員を」とする。 

３ 令和３年改正法附則第６条第１項または第２項の規定により採用された職員は、新規程第３条第４項に規定する

定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規程の規定を適用する。 

発行人・発行所 滋 賀 県 大津市京町四丁目１番１号 


